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第１章 はじめに
１．経営戦略策定の趣旨と位置づけ
（1） 経営戦略策定の趣旨
越谷市の公共下水道事業は昭和 58 年 4 月 1 日の供用開始以来、順次整備を進め、令和

2年 4月 1日時点の公共下水道の普及率は 83.95％、下水道処理区域面積は 2,772.82haと
なっております。また、現在、行政人口や下水処理区域内人口は増加している状況にあり

ますが、今後、全国的に人口減少へと向かう社会情勢の中で、本市においても将来的に人

口減少が到来し、それに伴う料金収入の減少が予測されております。また本市の下水道施

設においても、老朽化の進行に伴う設備の更新投資や、近年増加している激甚災害に伴い、

防災・減災を目的とした施設の改修といった費用の増加が見込まれるなど、経営環境は厳

しさを増しております。

このような中、住民の日常生活に欠かせない重要なサービスの提供を果たしている下水

道事業を含む地方公営企業が、将来にわたり安定的にサービスの提供が可能となるよう、

地方公営企業法の適用や、中長期的な経営計画である「経営戦略」の策定が総務省より求

められたところです。

本市においても、自らの経営状況を的確に把握するため、令和 2年 4月 1日より地方公営
企業法を一部適用致しました。更に、下水道事業を取り巻く厳しい環境の中、公営企業と

して健全な事業経営に資するため、中長期的な経営の基本計画である経営戦略の策定を行

います。
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（2） 経営戦略の位置づけ

（3） 計画の期間

本市の市政運営の基本となる「越谷市総合振興計画」における下水道事業に係る分野

や、施設長寿命化に関する「ストックマネジメント計画」、「総合地震対策計画」等の計

画を反映したものとなっております。

経営戦略は、本市の公共下水道事業の中長期的な経営の基本計画として位置づけてお

りますが、下水道施設の整備、改修については「ストックマネジメント計画」や「総合

地震対策計画」などに基づき実施されており、経営戦略における投資計画は、それらの

既存の計画と整合性が図られた内容となっています。

また、「越谷市総合振興計画」においても、公共下水道事業は施策の１つとして位置づ

けられていることから、経営目標などについて整合性を図るものとしております。

令和３年度～令和１２年度（ただし前半 5年で見直しを行うものとする）
年度毎に PDCAサイクルによる進捗確認を行い、事業運営へと反映させる。
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第２章 公共下水道事業の現状
1. 公共下水事業の概要

（令和 2年３月 31日現在）

公共下水道事業 

供用開始年月日 昭和 58年 4月 1日 

法適（全部・財務）・非適の区分 令和2年 4月 1日より法適用（一部）

処理区域面積 2,772.82ha

処理区域内人口 289,369 人

公共下水道利用人口 278,421 人

処理区域内人口密度 

（処理区域面積1ha あたりの処理区域内人口)

104.36 人/ha 

処理区域内人口 289,369 人÷ 

現在処理区域面積2,772.82ha

流域下水道等への接続の有無

公共下水道（汚水）の整備は、昭和 47年、県の中川流域下水道事業計画にあわせ、流
域関連公共下水道整備事業として着手し、整備を進めてきました。

現在、既成市街地において概ね供用が開始されており、令和 2年 4月 1日現在の処理
面積は 2,772.82ha、人口普及率 83.95％、水洗化率 96.22％となっています。
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処理区域内人口と人口普及率の状況

2019 年度末において処理区域内人口は 289,369 人、人口普及率 83.95％となってお
ります。近年では処理区域内人口の微増に伴い人口普及率も微増となっております。
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広域化・共同化・最適化の実施状況 

本市の公共下水道事業は、事業開始当初より、中川流域下水道に接続しており、汚水処

理について広域化を図っています。

また、区域により汚水処理方法を選択、整備する最適化については、平成 27年に開催し
た下水道事業運営審議会において、下水道整備計画の見直しについて答申をいただいたこ

とを踏まえ、下水道による整備は現在の認可区域までとする方針としたところです。

なお、維持管理事務の統合などにより実施する共同化については、現時点で具体的な取

り組みはありませんが、今後、埼玉県及び関連団体が設置している下水道事業推進協議会

を通じ、調査研究を進めてまいります。
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２. 使用料の概要
（1） 現在の使用料体系 

使用料 

用途 基本料金 超過料金 

（1  について）

排除汚水量 金額 排除汚水量 金額 

一般用 10  まで 1,050 円 10  を超え 50  まで 110円 

50  を超え 200  まで 115 円 

200  を超え 500  まで 118円 

500  を超える分 121 円 

公衆浴場用 1  につき 49円  

※金額には消費税は含まれておりません。 

（2） 使用料についての考え方

（3） 使用料の状況

越谷市の使用料体系は基本使用料と従量使用料で構成される体系となっています。また、

基本使用料には１か月あたり 10  の基本水量が付与されており、従量使用料については、
使用者の使用水量の増加に応じて段階的に単価が高くなる逓増型の使用料体系となってお

ります。

なお、公衆衛生向上の観点から、一般用の使用料体系とは別に、公衆浴場用の使用料体

系を設けています。

条例上の使用料 実質的な使用料

H29年度(2017年度) 2,322円 H29年度(2017年度) 2,509円
H30年度(2018年度) 2,322円 H30年度(2018年度) 2,513円
R元年度(2019年度)             2,365円 R元年度(2019年度)  2,511円
※条例上の使用料とは１か月に 20  使用した際の使用料、実質的な使用料とは使用料収
入を有収水量で除した値に 20  を乗じたものを示す。
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３. 組織の概要
（1） 組織の状況 

組織図は以下の通りです。

（令和2年4月1日現在）

令和 2年(2020 年)4 月 1日現在 

本市の公共下水道事業は、令和 2年（2020年）4月 1日から地方公営企業法を一部適用
し、公営企業会計に移行しましたが、その運営は建設部内の下水道経営課、下水道事業課、

並びに、治水課の一部で行っています。

また、これまで、下水道施設の整備の状況などに合わせ、組織の統合・分割を行うなど、

柔軟な対応を図ってまいりました。

 公共下水道事業については、建設部内の下水道経営課、下水道事業課、治水課の一部で

運営をしております。

 平成 3年（1991年）10月以前は下水道課の 1課体制で下水道施設整備を進めており、
平成 3 年 10 以降は下水道施設整備を進める一方で、施設の維持管理や料金事務が増加し
てきたことから下水道建設課と下水道管理課の 2課体制としました。市街地整備が概ね完
成した平成 12 年度からは施設の維持管理中心となることから、下水道管理課を残し名称
を下水道課としました。また、雨水幹線整備を河川課に移管し名称を治水課としました。

 令和 2年度より地方公営企業法の一部適用し、独立した企業会計方式の経営としたこと、
並びに、今後の施設更新改築の増加を考慮し、汚水事業について改めて下水道経営課と下

水道事業課の 2課としております。
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主な職務分掌は下記の通りです。 

運営全般を下水道経営課、汚水処理施設の維持管理等を下水道事業課、雨水処理施設

の維持管理等を治水課の一部が担っており、その主な分掌事務は次のとおりです。

下水道経営課

・下水道事業の経営及び財務に関すること。

・下水道使用料に関すること。

・下水道事業受益者負担金に関すること。

・下水道事業運営審議会に関すること。

下水道事業課

・公共下水道汚水施設に関すること。

・排水設備の受付及び指導に関すること。

治水課

・公共下水道雨水施設に関すること。
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（2） 職員の状況

職員数の推移 

 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

損益勘定 17 18 20 20 21 19 

資本勘定 6 6 5 5 5 5 

合計 23 24 25 25 26 24 

・26名（令和 2年 4月 1日現在）うち再任用時短職員 2名
下水道経営課 10名
下水道事業課 11名
治水課 5名
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４. 施設の概要
（1） 施設の状況
越谷市が管理する下水道施設は、汚水については、各家庭などから排出する下水を中川

流域下水道の幹線に流し込むための総延長約 920㎞にのぼる下水道管と汚水を汲み上げ流
下させるための 12の汚水中継ポンプ施設、同じく 12箇所のマンホールポンプがございま
す。また雨水については雨水幹線を始めとした水路や水路から河川へと排水するための 11
の雨水排水ポンプ施設がございます。

「ストックマネジメント計画」「総合地震対策計画」に基づき施設の維持更新に取り組ん

でまいります。また計画策定の中で様々なリスク分析を行い、施設更新の優先度を設定し

ております。今後施設の老朽化とともに、増加する自然災害への対策も求められており、

施設の維持、更新に取り組んでまいります。
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（2） 管渠の状況

汚水管整備延長と供用開始面積 

汚水の管渠については、事業着手以来、主に市街地において整備を進めて参りましたが、

管渠の敷設から 50年近くが経過し、今後、耐用年数を迎える施設が多くなることから、機
能を維持するため、更新が必要となってきます。

管渠の敷設については、鉄道等の都市基盤整備や土地区画整理事業が進むなか、順次、

事業認可区域の拡大を行い、平成 12年度頃には既存市街地の整備が概成しております。そ
の後、西大袋地区やレイクタウン地区の土地区画整理事業にあわせ、更なる整備を進め、

現在、汚水管の総延長は約 920kmとなっています。
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（3） 長寿命化の状況

（4） 耐震化の状況

施設の長寿命化については、これまで長寿命化計画に基づき、施設ごとあるいは一定

区域ごとに点検調査を行い、健全性を確保できない箇所について、状況に応じた補修や

更新を実施しております。平成 26~30年度においては、１年あたり 2.9億円の資金を投
じ、整備を進めてまいりました。

その後、国の制度改正に伴い、平成 30年度（2018年度）に従来の長寿命化計画に代
わるストックマネジメント計画を新たに策定いたしましたが、ストックマネジメント計

画については、はじめに全施設を対象としたリスク評価（施設の破損や劣化、侵入水や

漏水など施設の計画的な維持更新で対応可能なリスクから、自然災害によるリスクな

ど）を行ったうえで、点検調査の方針を策定し、優先順位を踏まえた維持更新を進め、

施設の健全性を一定以上に維持するものとなっており、現在、この計画に基づく整備を

進めております。

・今後の事業費の見込み（上限）

計画： 9億円（2021年度～）
    ：11億円（2024年度～）

管渠、マンホール等に関する耐震化を推進するため、平成 25年度に、「越谷市下水道
総合地震対策計画」を策定いたしました。災害時における重要な路線の排水機能維持、

緊急車両などの交通機能確保を目的としており、これまでマンホールの浮上防止や、継

ぎ手の耐震化を進めてまいりました。更に、ポンプ場施設については、以前は個別に対

策を進めておりましたが、平成 30 年度に改めて「越谷市下水道総合地震対策計画」へ
位置づけを行いました。現在、これに基づいて耐震診断を基に耐震対策が必要なポンプ

場を抽出しており、今後、該当ポンプ場への耐震工事を計画的に実施してまいります。
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５. 民間活力の活用等
（1） 民間活用の状況

・ポンプ場の運転管理、管渠の清掃及び調査、耐震診断、詳細設計など委託可能な業務

については民間委託をすることにより、業務の効率化を図っております。
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６. 経営の状況
（1） 使用料収入の状況 

使用料収入は、処理面積の拡大などに伴う接続件数の増加などにより増加傾向にあり

ます。平成 31年度の使用料収入は、3,159 百万円となっております。

使用料収入の推移

※数値は税抜金額 
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（2） 企業債残高の状況 
企業債残高は、平成 12 年度頃までに集中的に下水道施設整備を行った際に発行した

企業債の償還が進み、年々減少しております。令和元年度（2019 年度）末時点では、約

298 億円となっています。 

施設の更新投資の財源として企業債を活用することは、現役世代と将来世代の世代間

負担の公正性の確保につながりますが、過度な企業債の発行は企業債残高の増加につな

がり、後年度において、その償還費用が経営の大きな負担となってきます。したがいま

して、今後はストックマネジメント計画などに基づく施設の更新費用の抑制及び平準化

などにより、企業債発行の抑制及び平準化を図る必要があります。

企業債残高の推移 
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（3） 経費回収率の状況 
経費回収率は、全国平均と比較して低いものの、年々改善傾向にあります。使用料収

入の増収や企業債の償還金額が年々減少していることから、経費回収率も改善しており、

令和元年度の経費回収率は、91.8％となっています。ただし、依然として経費回収率は

100％未満となっており、使用料収入で回収すべき経費を使用料収入では賄えていない状

況となっています。 

経費回収率の推移 
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（4） 他団体と比較した経営状況
投資に関する指標は、当市の令和元年度決算数値と、平成 30 年度決算数値に基づく

全国平均、県内平均、中核市平均、中川流域平均と比較しています。 

また、財源に関する指標は、法適用数値と比較する為に、当市の令和 2年度予算数値

と、平成 30 年度決算数値に基づく全国平均（法適用）、県内平均（法適用）、中核市平

均（法適用）と比較しています。 

比較団体一覧 

比較対象

団

体

区

分 

投

資

に

関

す

る

指

標 

① 全国平均 1,175団体

全国の公共下水道事業で経営比較分析表を作成している団体すべてを母集団

とした平均

② 埼玉県内平均 54団体 

埼玉県の公共下水道事業で経営比較分析表を作成している団体すべてを母集

団とした平均

③ 中核市平均 60団体 

全国の中核市（令和２年 4 月 1 日時点）の公共下水道事業で経営比較分析表

を作成している団体すべてを母集団とした平均

④ 中川流域平均 15団体 

中川流域下水道の公共下水道事業で経営比較分析表を作成している団体すべ

てを母集団とした平均

財

源

に

関

す

る

指

標 

⑤ 全国平均（法適用） 431 団体 

全国の公共下水道事業で経営比較分析表を作成している団体すべて（法適用）

を母集団とした平均 

⑥ 埼玉県内平均（法適用） 19団体 

埼玉県の公共下水道事業で経営比較分析表を作成している団体すべて（法適

用）を母集団とした平均

⑦ 中核市内平均（法適用） 54団体 

全国の中核市（令和２年 4 月 1 日時点）の公共下水道事業で経営比較分析表

を作成している団体すべて（法適用）を母集団とした平均
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投資に関する指標 

① 人口普及率

② 水洗化率
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③ 有収率
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財源に関する指標 

① 経常収支比率
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③ 流動比率

④ 営業収益対資金残高比率
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現状のまとめ 

投資課題 施設の長寿命化及び耐震化などの施設の更新 

有収率の向上（不明水の削減） 

財政課題 施設更新投資の増加への対応 

流動資産の非充足 

当市において、約 920 ㎞に及ぶ膨大な管渠施設や、多くのポンプ場施設を管理してお

り、これらの施設が順次、耐用年数を迎えつつある状況です。

また経営指標をみると、財源に関する各指標、特に「流動比率」や「営業収益対資金

残高比率」が他団体と比較しても低い水準であり、手元資金残高が少ない状況となって

おります。

また今後、施設の老朽化によって改修・更新等の設備投資負担が増大した環境下にお

いても安定した事業継続が可能となるよう、手元資金を充実させる必要があり、収益性

の向上が必要と考えられます。 
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第３章 公共下水事業の将来環境 
1. 処理区域内人口の見通し

行政人口と処理区域内人口の推移 

令和 2 年(2020 年)4 月 1 日時点において越谷市の行政人口は 344,682 人、処理区域内

人口が 289,369 人でいずれも微増の傾向にありますが、今般の社会的な人口減少の中で

将来的な人口減少が当市においても想定されており、それに伴う処理区域内人口の減少

が見込まれます。
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2. 有収水量の見通し
有収水量は、処理区内人口の増加に伴い、令和元年度（2019 年度）は 27,455  とな

っており、平成 26 年度（2014 年度）の 26,814  から 2.4％増加しています。 

今後は、処理区内人口の減少に伴い、令和 3年度の 27,530 千 をピークに、令和 4年

度以降は減少してくことが見込まれます。令和 12 年度には 26,522 千 となり、令和元

年度（2019 年度）の 27,455 千 と比較して 3.4％の減少が見込まれます。

有収水量の見通し
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3. 使用料収入の見通し
使用料収入は、H26 年度（2014 年）の 2,832 百万円から H30 年度（2018 年）の 3,188

百万円と有収水量の増加に伴い、12.6％増加しています。 

今後は、令和 4年度(2022 年)以降の有収水量の減少に伴い、使用料収入は減少傾向と

なることが見込まれています。ピーク時の令和 3年度（2021 年）の 3,195 百万円と比較

すると、令和 12 年度（2030 年）では 3,081 百万円となり、3.6％の減少が見込まれます。 

使用料収入の見通し

※数値は税抜金額。 
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4. 組織の見通し
これまで、社会情勢の変化や事業の進捗状況などに合わせ、柔軟に組織体制を変更し

てきましたが、引き続き、下水道事業を取り巻く環境に注視し、効率的かつ効果的に事

業を遂行できる組織体制を検討していきます。

また、事業を効率的に進めるための組織体制として、水道事業との組織統合が考えら

れます。本市の水道事業は一部事務組合である越谷・松伏水道企業団が運営しており、

統合を実現するには、関係団体との調整や煩雑な事務手続きが必要となることから、早

期の実施は難しい状況にありますが、今後の課題として調査研究を進めてまいります。
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5. 施設の見通し
当市は、下水道ストックマネジメント計画（平成 30 年 3 月）に基づき、施設や管渠の老

朽化対策として更新投資に取り組みます。今後、老朽化が進む施設・管渠の更新投資が大量

に見込まれており、一定の投資上限を設け、段階的に投資金額を引き上げていく計画となっ

ています。これは、投資を平準化することで、施設全体として一定の健全性を確保しつつ、

投資に伴う企業債の過度な発行を抑制することを目的としています。 

＜投資上限＞ 

ポンプ場：400～1000 万円 

管渠（汚水管）：1億円～2.5 億円

管渠（汚水管）：4億円～12 億円

※上記の金額幅に収まるように上限を段階的に引き上げていきます。

建設改良費の見通し 
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第４章 経営戦略の基本理念と基本方針
1. 基本理念

2. 基本方針

住民生活における重要かつ基本的なインフラである下水道を適切に維持管理し、将来

にわたり、安定的に下水道サービスを提供することが可能な経営を目指します。

1. 健全な事業運営
独立採算を踏まえた財源の確保

公共下水道事業の運営原則である「汚水私費・雨水公費」を踏まえ、一般会計

からの基準外繰入金に依存することなく運営可能となるよう財源を確保します。

また、財源確保の方法として、国庫補助金や企業債の発行のほか、料金体系の見

直しが考えられますが、その手法の選択にあたっては短期的な収支のみならず、

将来的な施設の更新等を踏まえたものとします。

経営の透明性の向上

事業の運営にあたり、使用者の理解が得られるよう、各種計画や財務状況など

について、ホームページや広報誌などの広報手段を活用して適時提供し、経営の

透明性の向上に努めてまいります。

2. 安定的な下水道機能の確保
計画的な改修

施設の耐用年数などを基準とした画一的な改修とするのではなく、その重要

度、老朽化度合いや、自然災害のリスク等を踏まえて、優先順位を定めた計画的

な改修を実施してまいります。効率的かつ安定的な機能維持を図り、安定したサ

ービスの提供に努めてまいります。

施設の適正な管理

定期的な管路等の調査を行うことにより、重大な事故を未然に防ぎ、確実な汚

水の排除を推進してまいります。



30 

第５章 投資・財政計画（収支計画）
1. 投資計画
（1） 投資目標

目標 ストックマネジメント計画、総合地震対策計画おける策
定期間比の達成率100％

（2） 今後の投資に関する取り組み

将来にわたり安定的に下水道の機能を維持するため、老朽化した施設の改修、更新を

計画的に進めてまいります。また老朽化によるリスクだけではなく、自然災害によるリ

スクについても地震対策、浸水対策として計画的に実施してまいります。

・投資の目標に関する事項

効率的かつ安定的に施設の機能維持をするため、ストックマネジメント計画や総合

地震対策計画に基づき、施設の改修、更新を進めます。

・管渠等の改築更新に関する事項

定期的な点検調査により、日常的な施設の機能維持を図るとともに、その重要度や

老朽化の度合いを踏まえ、優先順位を定め、計画的に改築更新を実施することで、費

用の平準化を図ります。

・広域化・共同化・最適化に関する事項

流域関連下水道として、事業開始当初より、中川流域下水道に接続しています。事

務の共同化等については、今後、埼玉県及び関連団体が設立した下水道事業推進協議

会をとおして調査研究を進めます。

・民間の活力の活用に関する事項（PPP/PFIなど）
ポンプ場の運転管理や、管渠の清掃及び調査、耐震診断や詳細設計など民間委託を

活用し、業務の効率化、公共サービスの向上に取り組んでおります。

なお、PPP/PFIなどの活用については、今後とも調査研究を進めて参ります。
・防災・安全対策に関する事項

総合地震対策計画に基づき、計画的に施設の耐震化を進め、災害時においても施設

の機能維持が図れるよう努めます。
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2. 財源計画
（1） 財源目標

目標① 持続的に健全な事業運営を行うため、 
経常収支比率100％以上を維持した経営を行う

目標② 独立採算を踏まえ、基準外繰入金の抑制を行う

（2） 今後の財源確保のための取り組み

公営企業の運営は独立採算が原則であること、また、汚水私費、雨水公費が原則であ

ることを踏まえ、自己財源の確保に努めてまいります。

・財源の目標に関する事項

汚水私費、雨水公費の原則を踏まえ、一般会計からの繰入金の適正化を図るととも

に、将来の運営を踏まえた財源構成を検討します。

・使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項

使用料の料金体系については、持続的な事業の運営を踏まえ、検討する必要がありま

す。現行の料金体系は資金収支ベースで経費回収率 90％を目標とするものであるた
め、将来にわたり安定的な運営を行うためには見直しを実施します。

・企業債に関する事項

下水道使用者の世代間の負担を平準化するため、施設の改修、更新にあたっては最大

限企業債を活用することとしますが、過度の借り入れは後年度の負担の増加につなが

るため、発行額については中長期的な収入見込みを踏まえ検討します。

・繰入金に関する事項

総務省の示す繰出基準に基づく基準内繰入金を計上し、経営基盤の強化を図ります

が、事業の運営補助となる基準外繰入金については、公営企業が独立採算の運営が原

則であることを鑑み、その必要性を勘案したうえで計上することとします。
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3. 経営健全化に向けた取り組み
（1） 取組概要

（2） これまでの取り組み

収支ギャップの均衡、投資目標や財政目標を達成するためには、費用の削減や収入の

増加に取り組む必要があります。

当市においても様々な取り組みを実施してきており、今後についても取り組みを継続

し、経営の健全化に努めてまいります。

○支出削減への取り組み

・長寿命化への取り組み

長寿命化計画、ストックマネジメント計画に基づき、計画的な施設の維持更新を行い、

更新費用の平準化に取り組んでおります。

・起債借り換え

国の保証金免除繰上償還制度を活用した借換を行うことで過去、約 19 億 5 千万円の支
払利息の軽減を行ってまいりました。

・不明水対策

管路の早期調査、早期補修を行うことや、設備を雨水侵入防止型の設備へ切り替えによ

り、不明水の削減に取り組むことにより、流域下水道への負担金削減へ取り組んでおり

ます。
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○収入増加への取り組み

・収納対策

上水道との併合徴収による収納率向上へ取り組んでおります。なお、賦課現年度におけ

る収納率は概ね 98％前後となっております。
・未接続対策

職員の訪問や業務委託による、未接続世帯への戸別訪問を始めとした地道な活動を行

い、接続率向上に取り組んでおります。年間約 1,000件程度の訪問を実施し、直近 10年
では約 3,000件の接続増加となっております。
・料金改定

過去 3度の料金体系の見直しを行い、適正な料金体系の設定へと取り組んでおります。
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4. 投資・財政シミュレーション
（1） 前提条件

投資・財政計画シミュレーションの前提条件 

項目 前提条件 

収
益
的
収
支

収
入

営業収益 

料金収入 

・基本使用料に調定件数を乗じた金額と、従量

使用料に水量段階別の有収水量を乗じた金額の

合計として推計 

・調定件数は、世帯数に比例するとして推計 

・水量段階別の有収水量は、世帯数及び世帯数

人員と比例するとして推計 

・世帯数及び世帯数人員は、越谷市の人口・世

帯数の予測に基づき推計 

その他 

・雨水処理負担金は、繰出基準に基づき推計 

・上記以外は、過去 5年（2016 年度～2020 年

度）の平均値に基づき推計 

営業外収益 

長期前受金戻入 

・補助金等により取得した固定資産について、

減価償却費の見合いとして収益化をするものと

して推計 

・企業債の係る元金償還金に対する繰入金につ

いては、減価償却費から長期前受金戻入を差し

引いた額に一定の繰入割合（18%)を乗じた金額

を毎年度収益化するものとして推計 

その他 

・過去 4年（2017 年度～2020 年度）の平均値

に基づき推計 

・2016 年度は外れ値として除外 

支
出営業費用 

職員給与費 

・基本給は、2020 年度（予算）の金額が継続す

るとして推計 

・その他は、2020 年度（予算）の金額が継続す

るとして推計 

減価償却費 

・資産種別の耐用年数に基づき減価償却費計算

を行い推計なお、投資額は、ストックマネジメ

ントに基づいています。 

その他 
・動力費・材料費は、2020 年度（予算）の金額

が継続するとして推計 
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・その他は、2020 年度（予算）の金額と耐震化

計画の業務委託費の合計金額が継続するとして

推計 

・修繕費は、老朽化率と比例するとして推計 

・流域下水道管理運営費負担金は、流域維持管

理負担金算定水量に 40円/ (税込)を乗じて推

計 

・流域維持管理負担金算定水量は、年間有収水

量と予測不明水量の合計として推計 

・2020 年度～2025 年度の予測不明水量は、年

間有収水量に一定割合（14%）を乗じて推計 

・2026 年度以降の予測不明水量は、2025 年度

と同じ水量が継続するとして推計 

営業外費用 

支払利息 

・企業債の償還スケジュールに応じて推計 

・新規起債分の利率は、過去 5年（2016 年度～

2020 年度）の平均値に基づき推計 

その他 
・過去 5年（2016 年度～2020 年度）の平均値

に基づき推計 

特別損益 
臨時に発生するものであるため、試算していま

せん。 

資
本
的
収
支

収
入

企業債 

・単独事業は 80％、国庫補助事業は 40％、建

設負担金は 100％を企業債から賄うものとして

推計 

・単独事業・国庫補助事業の割合は、（2016 年

～2019 年）の平均値として推計 

・2020 年度の資本費平準化債は、予算値に基づ

いて推計 

・2021 年度の資本費平準化債は、元金償還と減

価償却費の合計から長期前受金戻入の控除した

金額として推計 

・償還期間は、管渠は 30年（5年据置）、施設

15 年（3据置）、機械 10年（1年据置）、建設負

担金 30年（据置なし）、資本費平準化債 10年

（据置なし）として推計 

他会計補助金 ・繰出基準に基づき推計 

国（都道府県）補助金 ・建設改良費の 50%を賄うとして推計 
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工事負担金 
・2020 年度（予算）の金額が継続するとして推

計 

その他 
・過去 5年（2016 年度～2020 年度）の平均値

に基づき推計 

支
出

建設改良費 

・計画（ストックマネジメント計画、耐震化計

画）や県からの建設負担金に基づき推計 

・ストックマネジメント計画は、一定の予算制

約（9億～13億）に基づき段階的に金額を引き

上げて投資を行う計画 

・耐震化計画は、汚水については各年度に 1億

円程度、雨水については 2021 年度及び 2022 年

度に３～5億円程度の投資を行う計画 

・建設負担金は、2020 年度（予算）の金額が継

続するとして推計 

・職員給与費は、2020 年度（予算）の金額が継

続するとして推計 

企業債償還金 ・企業債の償還スケジュールに応じて推計 

その他 該当なしと仮定しています。 
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（2） 収益的収入・支出のシミューション 

直近年度： 2020 H28 H29 H30 H31 R2

年　　　　　　度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 決 算 見 込 ） 将 来 推 計 将 来 推 計 将 来 推 計 将 来 推 計 将 来 推 計 将 来 推 計 将 来 推 計 将 来 推 計 将 来 推 計 将 来 推 計

１． (A) 4,095,719 4,242,763 4,266,302 3 ,968,553 4,219,237 4,204,133 4,211,443 4,195,497 4,187,359 4,176,743 4,156,686 4,147 ,600 4,143,648 4,135,965 4,112,895

(1) 3,031,739 3,175,977 3,187,884 2 ,897,289 3,246,747 3,257,158 3,262,701 3,263,359 3,259,800 3,254,468 3,246,941 3,238 ,301 3,228,101 3,216,329 3,203,414

(2) (B) － － － － － － － － － － － － － － －

(3) 1,063,980 1,066,786 1,078,418 1 ,071,264 972,490 946,975 948,742 932,138 927,559 922,275 909,745 909 ,299 915,547 919,636 909,481

1,059,187 1,058,125 1,073,487 1 ,066,124 966,800 941,132 942,899 926,295 921,716 916,432 903,902 903,456 909,704 913,793 903,638

4,793 8,661 4,931 5,140 5,690 5,843 5,843 5,843 5,843 5,843 5,843 5 ,843 5,843 5,843 5,843

２． 271,724 201,270 177,449 211,494 2,124,110 1,994,630 1,994,403 2,004,239 1,984,613 1,974,426 1,961,949 1,954 ,600 1,956,817 1,963,562 1,970,777

(1) 200,984 200,491 175,811 211,240 237,900 171,167 156,303 143,488 134,879 129,601 125,605 122 ,319 120,621 118,654 117,089

200,984 200,491 175,811 211,240 198,600 171,167 156,303 143,488 134,879 129,601 125,605 122,319 120,621 118,654 117,089

－ － － － 39,300 － － － － － － － － － －

(2) － － － － 1,885,800 1,822,693 1,837,330 1,859,981 1,848,964 1,844 ,055 1,835,574 1,831,511 1 ,835,426 1,844,138 1,852,917

(3) 70,740 779 1,638 254 410 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770

(C) 4,367,443 4,444,033 4,443,751 4 ,180,047 6,343,347 6,198,763 6,205,846 6,199,736 6,171,972 6,151,169 6,118,635 6,102 ,201 6,100,465 6,099,527 6,083,672

１． 1,659,853 1,766,623 1,765,194 1 ,494,228 5,412,461 5,327,872 5,368,669 5,427,588 5,429,301 5,436,960 5,434,686 5,436 ,050 5,451,939 5,478,096 5,504,938

(1) 149,387 140,015 141,095 97,735 197,078 197,078 197,078 197,078 197,078 197,078 197,078 197 ,078 197,078 197,078 197,078

84,697 80,056 82,525 61,707 84,500 84,500 84,500 84,500 84,500 84,500 84,500 84 ,500 84,500 84,500 84,500

－ － － － － － － － － － － － － － －

64,690 59,959 58,570 36,028 112,578 112,578 112,578 112,578 112,578 112,578 112,578 112,578 112,578 112,578 112,578

(2) 1,510,466 1,626,608 1,624,099 1 ,396,493 1,835,383 1,862,168 1,861,306 1,859,131 1,854,979 1,850,421 1,845,757 1,840 ,736 1,835,369 1,829,653 1,823,780

28,064 29,796 31,748 30,177 54,727 54,727 54,727 54,727 54,727 54,727 54,727 54 ,727 54,727 54,727 54,727

53,256 60,130 51,526 53,306 68,945 81,775 81,831 82,214 82,016 81,957 81,843 81 ,647 81,515 81,448 81,510

2,310 2,236 2,081 2,248 3,636 3,636 3,636 3,636 3,636 3,636 3,636 3 ,636 3,636 3,636 3,636

1,047,764 1,150,608 1,131,284 904,530 1,145,455 1,141,229 1,140,310 1,137,753 1,133,798 1,129 ,300 1,124,750 1,119,925 1 ,114,689 1,109,039 1,103,105

379,071 383,838 407,460 406,232 562,620 580,802 580,802 580,802 580,802 580,802 580,802 580 ,802 580,802 580,802 580,802

(3) － － － － 3,380,000 3,268,626 3,310,286 3,371,379 3,377,244 3,389 ,461 3,391,851 3,398,235 3 ,419,492 3,451,365 3,484,080

２． 936,199 865,085 779,709 703,338 657,400 584,197 524,731 467,133 418,596 378,248 341,820 309 ,024 282,303 260,939 243,389

(1) 793,771 715,068 638,592 562,879 507,400 439,393 379,927 322,329 273,792 233,444 197,016 164,220 137,498 116,134 98,585

(2) 142,428 150,017 141,117 140,459 150,000 144,804 144,804 144,804 144,804 144,804 144,804 144,804 144,804 144,804 144,804

(D) 2,596,052 2,631,708 2,544,903 2 ,197,566 6,069,861 5,912,069 5,893,400 5,894,721 5,847,897 5,815,207 5,776,506 5,745 ,074 5,734,241 5,739,034 5,748,326

(E) 1,771,391 1,812,325 1,898,848 1 ,982,481 273,486 286,694 312,445 305,014 324,075 335,961 342,129 357 ,127 366,224 360,492 335,345

(F) － － － － 100 － － － － － － － － － －

(G) － － － － 94,000 － － － － － － － － － －

(H) － － － － △ 93,900 － － － － － － － － － －

1,771,391 1,812,325 1,898,848 1 ,982,481 179,586 286,694 312,445 305,014 324,075 335,961 342,129 357 ,127 366,224 360,492 335,345

(I) － 179,586 466,280 778,726 1,083,740 1,407,815 1,743 ,777 2,085,906 2,443,033 2 ,809,257 3,169,749 3,505,095

(J) 1 ,144,213 903,299 738,315 339,914 △ 107,315 △ 459,003 △ 804 ,594 △ 1,013,529 △ 1,018,140 △ 781,953 △ 302,544 298,646

667,629 709,802 707,261 708,490 705,808 704,439 702,653 699,279 697 ,750 697,085 695,793 691,912

476,584 193,497 31,054 △ 368,577 △ 813,123 △ 1,163,441 △ 1,507 ,246 △ 1,712,807 △ 1,715 ,890 △ 1,479,038 △ 998,336 △ 393,265

(K) 4 ,065,817 4,135,168 4,155,366 3,990,413 3,599,489 3,482,532 3,273 ,329 2,966,453 2,681,582 2 ,445,812 2,293,392 2,228,913

3 ,622,800 3,542,151 3,381,768 3,174,458 2,892,283 2,733,215 2,524,981 2,219,097 1,935 ,293 1,700,665 1,505,955 1,442,724

－ － － － － － － － － － － －

443,017 593,017 773,598 815,955 707,206 749,318 748,348 747,356 746,288 745,147 787,437 786,188

( I )

(A)-(B)

(L) － － 35,283 476,042 814,521 1,208,321 1,552 ,942 1,760,885 1,764,428 1 ,527,100 1,089,981 487,542

(M) 3 ,968,553 4,219,237 4,204,133 4,211,443 4,195,497 4,187,359 4,176 ,743 4,156,686 4,147,600 4 ,143,648 4,135,965 4,112,895

－ － 1 11 19 29 37 42 43 37 26 12

(N) － － 35,283 476,042 814,521 1,208,321 1,552 ,942 1,760,885 1,764,428 1 ,527,100 1,089,981 487,542

(O) － － － － － － － － － － － －

(P) 3 ,968,553 4,219,237 4,204,133 4,211,443 4,195,497 4,187,359 4,176 ,743 4,156,686 4,147,600 4 ,143,648 4,135,965 4,112,895

－ － 1 11 19 29 37 42 43 37 26 12

簡易CF

当期純利益 179,586 286,694 312,445 305,014 324,075 335,961 342,129 357 ,127 366,224 360,492 335,345
減価償却費 3,380,000 3,268,626 3,310,286 3,371,379 3,377,244 3,389 ,461 3,391,851 3,398 ,235 3,419,492 3,451,365 3,484,080
長期前受金戻入 △1,885,800 △1,822,693 △1,837,330 △1,859,981 △1,848,964 △1,844,055 △1,835,574 △1,831 ,511 △1,835,426 △1,844,138 △1,852,917
流動資産の増減 △42,173 2,541 △1,230 2,683 1,369 1 ,786 3,374 1,528 665 1,293 3,881
流動負債の増減 150,000 180,581 42,358 △108,749 42,112 △969 △992 △1,068 △1,142 42,291 △1,249
資本的収支差額 △2,064,700 △2,078,192 △2,226,161 △2,154,892 △2,246,154 △2,225,988 △2,106,349 △1,927 ,395 △1,712,961 △1,530,601 △1,364,069

-283,087 -162,443 -399,631 -444,546 -350,319 -343,805 -205,561 -3,083 236,852 480,702 605,071

業務活動による現預金の増減 1,916 1,827 1,710 1,896 1,882 1,901 1 ,924 1,950 2,011 1,969
内、料金収入 3,257 3,263 3,263 3,260 3 ,254 3,247 3 ,238 3,228 3,216 3,203

投資・財務活動による現預金の増減 -2,078 -2,226 -2,155 -2,246 -2,226 -2,106 -1 ,927 -1,713 -1,531 -1,364
差引 -162 -400 -445 -350 -344 -206 -3 237 481 605

現預金残高 31 -369 -813 -1,163 -1,507 -1,713 -1,716 -1,479 -998 -393

雨  水  処   理  負  担  金

  そ          の           他

特 別 利 益

特 別 損 失

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

収

益

的

支

出

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

退 職 給 付 費

そ の 他

経 費

動 力 費

修 繕 費

支 払 利 息

収 入 計

そ の 他

経 常 損 益 (C)-(D)

そ の 他

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

支 出 計

そ の 他

流 域 下 水 道
管 理 運 営 費 負 担 金

う ち 一 時 借 入 金

う ち 未 払 金

収

益

的

収

入

材 料 費

特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

営 業 収 益

補 助 金

他 会 計 補 助 金

そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

営 業 外 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

流 動 資 産

う ち 未 収 金

流 動 負 債

う ち 建 設 改 良 費 分

現 預 金

77% 85%

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

18% 26% 34%累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22 条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15 条第１項に より 算定 した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

－ 11%4% 42% 50% 59% 68%
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（3） 資本的収入・支出のシミューション

直近年度： 2020 H28 H29 H30 H31 R1

年　　　　　度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （決算見込） 将 来 推 計 将 来 推 計 将 来 推 計 将 来 推 計 将 来 推 計 将 来 推 計 将 来 推 計 将 来 推 計 将 来 推 計 将 来 推 計

１． 1,638,600 1,600,500 1,551,000 1,710,800 1,292,600 1,878,162 1,788,967 1,311,661 1,209,772 1,119,336 1,048,862 1,048,862 1,048,862 1,190,782 1,190,782

1,250,000 1,100,000 1,020,000 874,000 720,000 815,007 625,811 403,051 160,911 70,474 － － － － －

２． － － － － － － － － － － － － － － －

３． 1,174,829 1,051,384 990,702 842,636 95,000 － － － － － － － － － －

４． － － － － 819,600 837,035 776,650 713,769 602,685 554,219 536,099 409,169 339,799 307,985 279,807

５． － － － － － － － － － － － － － － －

６． 138,134 199,328 156,000 303,530 121,200 325,228 366,457 261,511 303,180 303,180 303,180 303,180 303,180 345,344 345,344

７． － － － － － － － － － － － － － － －

８． 2,578 1,440 2,342 2,766 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

９． 199 2,157 6 16 200 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516

(A) 2,954,340 2,854,809 2,700,050 2,859,748 2,329,300 3,041,641 2,933,289 2,288,157 2,116,853 1,977,950 1,889,356 1,762,426 1,693,056 1,845,326 1,817,148

(B)

(C) 2,954,340 2,854,809 2,700,050 2,859,748 2,329,300 3,041,641 2,933,289 2,288,157 2,116,853 1,977,950 1,889,356 1,762,426 1,693,056 1,845,326 1,817,148

１． 635,955 782,919 783,661 1,080,435 755,500 1,577,682 1,777,682 1,268,591 1,470,724 1,470,724 1,470,724 1,470,724 1,470,724 1,675,263 1,675,263

39,012 36,710 37,534 40,563 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500

２． 4,034,390 3,976,184 3,945,119 3,782,181 3,622,800 3,542,151 3,381,768 3,174,458 2,892,283 2,733,215 2,524,981 2,219,097 1,935,293 1,700,665 1,505,955

３． － － － － － － － － － － － － － － －

４． － － － － － － － － － － － － － － －

５． 199 71 － － 15,700 － － － － － － － － － －

(D) 4,670,544 4,759,174 4,728,780 4,862,616 4,394,000 5,119,833 5,159,450 4,443,049 4,363,007 4,203,939 3,995,705 3,689,821 3,406,017 3,375,928 3,181,217

(E) 1,716,204 1,904,365 2,028,730 2,002,868 2,064,700 2,078,192 2,226,161 2,154,892 2,246,154 2,225,988 2,106,349 1,927,395 1,712,961 1,530,601 1,364,069

１． 1,494,200 1,445,933 1,472,956 1,511,398 1,528,279 1,545,406 1,556,277 1,566,724 1,584,066 1,530,601 1,364,069

２． － 457,203 686,973 621,883 664,942 622,803 490,481 292,603 53,890 － －

３． － － － － － － － － － － －

４． 570,500 130,696 66,232 21,611 52,933 57,779 59,591 68,068 75,005 － －

(F) 2,064,700 2,033,831 2,226,161 2,154,892 2,246,154 2,225,988 2,106,349 1,927,395 1,712,961 1,530,601 1,364,069

－ 44,360 － － － － － － － － －

(G) － － － － － － － － － － － － － － －

(H) 36,657,777 34,295,493 31,901,374 29,846,493 26,891,134 23,934,504 20,868,817 17,740,464 15,354,775 13,019,096 10,943,251 9,226,993 7,847,519 6,897,572 5,981,920

○他会計繰入金

年　　　　　度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （決算見込） 将 来 推 計 将 来 推 計 将 来 推 計 将 来 推 計 将 来 推 計 将 来 推 計 将 来 推 計 将 来 推 計 将 来 推 計 将 来 推 計

1,260,171 1,258,616 1,249,298 1,277,364 1,165,400 1,112,299 1,099,202 1,069,783 1,056,595 1,046,033 1,029,507 1,025,775 1,030,325 1,032,447 1,020,727

1,251,437 1,249,250 1,239,117 1,266,500 1,154,400 1,112,299 1,099,202 1,069,783 1,056,595 1,046,033 1,029,507 1,025,775 1,030,325 1,032,447 1,020,727

8,734 9,366 10,181 10,864 11,000 － － － － － － － － － －

1,174,829 1,051,384 990,702 842,636 914,600 837,035 776,650 713,769 602,685 554,219 536,099 409,169 339,799 307,985 279,807

670,793 645,153 641,691 632,808 819,600 837,035 776,650 713,769 602,685 554,219 536,099 409,169 339,799 307,985 279,807

504,036 406,231 349,011 209,828 95,000 － － － － － － － － － －

2,435,000 2,310,000 2,240,000 2,120,000 2,080,000 1,949,334 1,875,852 1,783,552 1,659,280 1,600,252 1,565,606 1,434,944 1,370,124 1,340,432 1,300,534

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

計

そ の 他

他 会 計 負 担 金

(A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他会 計長 期借 入返 還金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

合 計

資

本

的

収

支

補  財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

収 益 的 収 支 分

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金
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第６章 経営戦略の事後検証・更新等
3～5 年毎の経営戦略の見直しを行うとともに、年度毎に計画の進捗状況等を確認し、
事業運営に反映させる。
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第７章 用語集
用語 説明 

あ 

営業収益対資金残高比率 業務運営上必要な資金を確保できているかを表す指標になり

ます。この指標が過度に低い場合は、日常の業務運営に支障を

きたしかねないことを意味するため、一定水準を確保する必要

があります。 

算定式 現金預金残高÷営業収益×100（％） 

か 

管渠 下水を収集し、下水処理場まで運ぶ施設・設備を示します。 

企業債 地方公営企業が建設改良事業等に要する資金を確保するため

に発行する地方債（国等からの長期借入金）を示します。 

繰入金（繰出金） 一般会計から下水道事業会計へ繰入れる資金のことを示しま

す。毎年度総務省から繰出基準が通知され、一般会計側から見

た際は「繰出金」と呼ばれます。 

経常収支比率 料金収入、繰入金等の収益によって、維持管理費や支払利息等

の経常的な費用をどの程度賄えているかを表す指標になりま

す。 

算定式 経常収益÷経常費用×100（％） 

経費回収率 使用料で賄うべき経費を、どの程度賄えているかを表す指標に

なります。 

当該指標は、使用料で回収すべき経費を全て使用料で賄えてい

る状況を示す 100％以上であることが必要とされています。 

算定式 下水道使用料÷汚水処理費（公費負担分を除く）×100

（％） 

さ 
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収納率 下水道料金の調定額のうち、実際に収入された金額の割合を表

す指標になります。 

処理区域 下水道が整備されており、下水を処理場で処理できる区域を示

します。 

水洗化率（下水道接続率） 現在処理区域内人口のうち、実際に下水道に接続して汚水処理

している人口の割合を表す指標になります。公共用水域の水質

保全や使用料収入の増加等の観点から 100％となっているこ

とが望ましいとされています。 

算定式 現在水洗便所設置済人口÷現在処理区域内人口×100

（％） 

出納整理期間 前年度末までに確定した債権債務について、現金の未収未払の

整理を行うために設けられた期間を示します。地方公共団体は

年度終了後の翌年度４月１日から５月３１日までの２ヶ月間

が当該期間となります。 

ストックマネジメント 既存の施設（ストック）の健全度や重要度を考慮した上で、計

画的かつ効率的に施設管理（点検・調査や維持修繕・改築）を

行うことを示します。 

は 

普及率（下水道普及率） 行政区域内人口のうち、どのくらいの人が下水道を使えるよう

になったかを表す指標になります。 

算定式 現在処理区域内人口÷行政区域内人口×100（％） 

不明水 下水処理場で処理した全汚水量から有収水量を除いた水量を

示します。 

や 

有収水量 下水処理場で処理した全汚水量のうち、水道メーターにより計

量された、下水道使用料徴収の対象となる水量を示します。 
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有収率 施設の稼動が収益につながっているかを表す指標になります。

100％に近ければ近いほど施設の稼働状況が収益に反映されて

いるといえます。 

算定式 年間有収水量÷汚水処理水量×100（％） 

ら 

流動比率 １年以内に支払わなければならない債務に対して、支払 

可能な現金等がどの程度確保されているかを表す指標になり

ます。当該数値が大きいほど短期的な財務安定性が高いと判断

されます。 

算定式 流動資産÷流動負債×100（％） 

P 

PDCA（サイクル） 計画策定（Plan）→実施（Do）→評価（Check）→改善（Action）
のサイクルによる業務管理、改善のプロセス。

PPP/ PFI PPP(Public Private Partnership) 官民連携の考え方です。

PFI(Private Finance Initiative) 施設等の建設、維持管理、運

営等を民間の資金、経営能力、技術力を活用することで、効率

的、効果的な公共サービスの提供を目的とする取り組み。 


